
令和５年高島市教育委員会 
第 ２ 回 臨 時 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和５年３月１日（水） 

午後４時００分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．会議録署名委員の指名 

 

 

３．議事 

日程第１ 議第５号 令和４年度高島市一般会計補正予算（第１２号）案に関 
する市長への意見について          

                                 

日程第２ 議第６号 高島市立学校における県費負担教職員の任免その他の進 

退にかかる内申を行うことについて      

 

 

４．報告 

報告第１号 卒業式におけるマスクの取扱いについて 

 

 

５．今後の日程 

 



報告第１号 

卒業式におけるマスクの取扱いについて 

 

 令和５年２月１０日付け４文科初第２１５３号で文部科学省初等中等教育

局長から、卒業式におけるマスクの取扱い等について通知を受け、下記のと

おり市内小中学校長あて通知したので報告する。 

  令和５年３月１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

記 

 

別紙のとおり 
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別紙 

高教委学教第８０号  

令和５年２月２４日  

高島市立小中学校長 様 

 

高島市教育委員会事務局 

教育指導部学校教育課長 

 

 

卒業式におけるマスクの取扱いについて 

 

 

このことについて、令和５年２月１０日付け４文科初第 2153 号で文部科学省初等

中等教育局長から、また令和５年２月１３日付け滋教委保第 57 号で県教育委員会事

務局保健体育課長から、別添写しのとおり通知がありました。 

つきましては、卒業式が有する教育的意義に鑑み、下記を参考に、各学校の実情

に応じて卒業式の適切な実施に努めていただくようお願いします。 

なお、今後３月３１日までの卒業式以外の学校教育活動については従来どおりと

されており、４月１日以降の新学期におけるマスク着用の考え方については、改め

て通知される予定ですのでご承知おきください。 

 

記 

１ 基本的な考え方 

 ①児童生徒及び教職員については、入退場、式辞、卒業証書授与、送辞・答辞の

場面など、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とする。 

②保護者等はマスクを着用するとともに、座席間に触れ合わない程度の距離を確 

保する。 

③基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望

したり、また、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいること 

などから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることのないようにする。また 

児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指 

導を行う。 

 ④国歌・校歌の斉唱や合唱を行う時や、複数の児童生徒による、いわゆる「呼び 

かけ」を実施する時は、マスクの着用など一定の感染症対策を講じた上で実施 

する。なお、「呼びかけ」の時に歌を歌う場合も同様とする。 
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２ 留意事項 

〇卒業式の実施に当たっては、換気対策機器の活用による効果的な換気の実施や 

参加者への咳エチケットの推奨、手の消毒や手洗い等の手指衛生など、必要な 

感染症対策を講じること。 

〇発熱に限らず、咽頭痛や咳等、普段と異なる症状のある者については、卒業式 

への参加を控えるよう徹底すること。 

○卒業式の実施方法については、児童生徒や保護者に対して、丁寧な説明や情報 

発信を行うこと。 

 

以上 
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